
　

児
童
福
祉
支
援

各
種
手
当
の
現
況
届

　

各
種
手
当
の
受
給
者
は
、
毎
年
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
提
出
が
な
い
場
合
、
手
当
を
受
け

　

ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
扶
養
義
務
者
や
世
帯
員
の
所
得
状

　

況
等
で
受
給
で
き
な
い
場
合
や
、
一

　

部
停
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
現
況
届
の
提
出
期
間

①
児
童
扶
養
手
当
・

　

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
金

　

８
月
２
日
（
月
）
～
31
日
（
火
）

②
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
12
日
（
木
）
～
９
月
13
日
（
月
）

③
障
害
児
福
祉
手
当

④
特
別
障
害
者
手
当

　

８
月
12
日
（
木
）
～
９
月
13
日
（
月
）

■
手
続
方
法

　

現
在
受
給
中
（
停
止
中
含
む
）
の

方
は
本
人
に
通
知
し
ま
す
。
福
祉
課

子
育
て
支
援
係
・
障
害
福
祉
係
に
て
、

お
手
続
き
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
下
記

の
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
で
、

手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
同

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課
子
育
て

支
援
係
・
障
害
福
祉
係

☎
内
線
１
２
４
・
１
２
７

①児童扶養手当
■受給者要件
・父または母と生計が別の児童を監護している父または

　母（父子家庭の父または母子家庭の母）

・父母のいない児童を監護している里親以外の養育者

・父または母が重度障害の状態にある児童の父または母

■手当の対象となる児童
　18歳になる日以降の最初の3月 31日までの児童（障

害を有する場合は 20歳未満）で次に該当する者

①父母が婚姻を解消した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が法令で規定する障害の状態にある児童

④父または母の生死が明らかでない児童

⑤父または母が継続１年以上遺棄している児童

⑥父または母が裁判所のＤＶ保護命令を受けた児童

⑦父または母が法令で継続１年以上拘禁されている児童

⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童（認知含）

⑨上記①～⑧への該当が明らかでない児童

■手当額（月額）
①児童が 1人の場合　10,180 円～ 43,160 円

②児童が２人の場合　5,100 円～ 10,190 円加算

③児童が１人増す毎に 3,060 円～ 6,110 円加算

②特別児童扶養手当
■受給者要件
　精神または身体に障害のある児童を監護する父か母

または父母に代わって養育している方

各種手当のご紹介
■手当の対象となる児童
　一定以上の障害があり、日常生活において、常に介

護を必要とする 20歳未満の児童。ただし、施設などに

入所している児童は除きます。

■手当額（月額）※児童扶養手当と併給可
①重度障害児 1人　52,500 円

②中度障害児 1人　34,970 円

③障害児福祉手当
■受給者要件
　一定以上の障害があり、日常生活において、常に介

護を必要とする 20歳未満の児童。ただし、施設などに

入所している児童は除きます。

■手当額（月額）　※特別児童扶養手当との併給可
　14,880 円　※今年度は、手当額の変更はありません

④特別障害者手当
■受給者要件
　重度の障害があり、常時特別の介護を要する 20歳以
上の方。ただし、施設などに入所中の方、医療機関に

3か月以上入院中の方は除きます。

※手当の対象者（次のいずれかに当てはまる方）

①おおむね、重度の障害を２つ以上お持ちの方

②寝たきり等で、日常生活が１人ではできない方

③絶対安静の症状がながく続いている方

④重度の精神障害や知的障害により、日常生活能力が

　ほとんどない方

■手当額（月額）
　27,350 円　※今年度は、手当額の変更はありません

保
健
・
福
祉

小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
の
ご
利
用
案
内

■
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
と
は

　

ご
自
宅
で
の
生
活
が
継
続
す
る
よ

う
、
介
護
事
業
所
へ
の
通
い
を
中
心

と
し
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、

そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
利
用
者

の
希
望
な
ど
に
応
じ
、
訪
問
や
宿
泊

を
組
み
合
わ
せ
た
多
機
能
な
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
市
内
事
業
所

①
ほ
ほ
え
み
（
海
潟
５
０
２
番
地
１
）

　

☎
32

－

5
7
0
8

②
ひ
ま
わ
り
の
里
（
錦
江
町
１
番
地　

　

２
３
９
）　

☎
32

－

6
6
6
6

③
く
ぬ
き
の
里（
柊
原
６
２
５
番
地
１
）

　

☎
35

－

3
6
3
6

④
恵
典
の
泉
（
新
城
７
３
２
番
地
１
）

　

☎
34

－

3
5
1
1

※
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
お

　

困
り
な
方
は
、
左
記
問
い
合
わ
せ

　

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
課
介
護
保
険
係

　

☎
32

－

1
1
1
6

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

　

☎
32

－

5
1
1
1

令
和
３
年
度
移
動
援
護

相
談
の
ご
案
内

　

戦
傷
病
者
や
戦
没
者
等
の
ご
遺
族

に
対
す
る
援
護
や
軍
人
恩
給
に
関
す

る
疑
問
等
に
つ
い
て
、
県
庁
社
会
福

祉
課
の
職
員
が
、
直
接
、
県
民
の
皆

様
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。
こ
の
機

会
に
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
開
催
　
９
月
16
日
（
木
）

■
時
間
　
10
時
30
分
～
14
時
30
分

■
場
所　

垂
水
市
市
民
館

■
相
談
内
容

①
戦
没
者
等
の
遺
族
へ
の
特
別
弔
慰
金

②
戦
没
者
等
の
妻
へ
の
特
別
給
付
金

③
戦
傷
病
者
等
の
妻
へ
の
特
別
給
付
金

④
援
護
年
金

⑤
旧
軍
人
の
恩
給
や
扶
助
料

⑥
そ
の
他
、
日
頃
か
ら
援
護
や
恩
給
に

　

関
し
て
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と

■
そ
の
他

・
事
前
申
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
相
談
内
容
に
関
す
る
資
料
を
お
持
ち

の
方
は
、
当
日
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
情
報
を

　

掲
載
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
県
庁
社
会
福
祉
課
恩
給
係

　

☎
０
９
９

－

２
８
６

－

２
８
２
８

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の

配
布
開
始
に
つ
い
て

■
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
と
は

　

支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
方
が
、

災
害
時
や
緊
急
時
、
日
常
で
困
っ
た

こ
と
が
あ
る
場
合
に
、
ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
支
援
を

求
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
配
布
対
象
者
　

　

義
足
・
人
工
関
節
を
使
用
し
て
い

る
方
、
内
部
障
害
・
難
病
の
方
、
妊

娠
初
期
の
方
な
ど
、
外
見
か
ら
援
助

等
が
必
要
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
方

で
、
日
常
・
災
害
時
な
ど
に
お
い
て
、

配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る
方
。

■
配
布
開
始
日
　
７
月
１
日

■
配
布
窓
口
　
福
祉
課

■
配
布
方
法

　

趣
旨
に
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ア
ン

ケ
ー
ト
に
記
入
い
た
だ
い
た
上
で
、
申

込
者
１
人
に
つ
き
１
枚
配
布
し
ま
す
。

※
障
害
者
手
帳
や
介
護
認
定
の
有
無

　

は
問
い
ま
せ
ん
。

※
交
通
機
関
割
引
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

　

受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課
障
害
福

祉
係
☎
０
９
９
４

－

32

－
1
1
1
5

移
動
教
育
委
員
会
と

地
域
住
民
と
の
意
見
交
換
会

　

市
民
の
皆
様
に
教
育
委
員
会
の
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
通

常
、
市
民
館
で
開
催
し
て
い
る
教
育

に
関
す
る
会
議
を
傍
聴
し
て
い
た
だ

く
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
開
催　

８
月
10
日
（
火
）

■
場
所　

水
之
上
小
学
校

①
移
動
教
育
委
員
会

■
時
間　

午
後
２
時
～

　
　
　
　

午
後
３
時
15
分
（
予
定
）

■
主
な
議
案

　

垂
水
市
教
育
委
員
会
の
事
務
点
検

お
よ
び
評
価
に
つ
い
て

■
主
な
報
告
事
項

　

学
校
教
育
・
社
会
教
育
・
市
民
ス

ポ
ー
ツ
等
に
関
す
る
事
項

■
傍
聴
方
法

　

開
催
時
刻
５
分
前
ま
で
に
受
付

②
地
域
住
民
と
の
意
見
交
換
会

■
時
間　

午
後
３
時
30
分
～

　
　
　
　

午
後
４
時
30
分
（
予
定
）

■
テ
ー
マ

　

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
為
に
、
学

校
と
家
庭
、
地
域
が
ど
の
よ
う
に
連

携
を
図
れ
ば
よ
い
か
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

教
育
総
務
課
☎
32

－

７
２
１
１
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